
〇豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業補助金交付要綱 

令和７年 12 月 18 日 部長決裁 

 

(趣旨) 

第１条 市は、全ての子どもが将来に希望を持って健やかに成長できるよう、地域において

子どもたちが安心して過ごせる居場所となる子ども食堂の新規開設を促進し、その安定的

な運営を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。その交付に

関しては豊見城市補助金等の交付に関する規則(平成２年規則第２号) (以下「規則」とい

う。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。 

(補助対象者) 

第２条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内にお

いて子ども食堂を新たに開設し、社会福祉の振興に寄与する事業を行う営利を目的としな

い法人、団体又は個人で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(１) 公益法人(公益社団法人又は公益財団法人)  

(２) NPO 法人(特定非営利活動法人)  

(３) 一般法人(一般社団法人又は一般財団法人) 

(４) 非営利かつ公益に資する活動を行う団体又は個人（ボランティア団体、自治会等）  

(５) その他適切に事業の実施が見込まれ、市長が特に認める者  

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の

交付の対象としない。  

(１) 反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関係のある法人、団体又は個人  

(２) 過去において法令等に違反する不正行為を行い、不正を行った年度の翌年度以降５年

間を経過していない法人、団体又は個人 

(補助金の交付要件) 

第３条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる要件をすべて満たす事業とする。  

(１) 事業対象年度内に新たに子ども食堂を開設し、かつ次年度以降も子ども食堂の開催を

継続すること。  

(２) 補助対象者が市内で子ども食堂を開催し、1回あたり概ね 5名以上の参加が見込まれる

規模とすること。  

(３) 市内の 18 歳未満の子どもを主な対象とし、無料又は低額で食事と安心安全な居場所を

提供すること。必要に応じて、子どもの保護者が利用しても差し支えない。  

(４) 原則、月 1回以上の頻度で継続的に子ども食堂を実施すること。  

(５) 食事を提供する際は、参加者の食物アレルギー対策に十分留意し、食品衛生法に基づ

く営業許可等、関係法令を遵守すること。  

(６) 賠償責任保険に加入すること。  

(７) 利用する子どものうち、法人又は団体の構成員の３親等以内の親族はその半数以下で

あること。  

(８) 福祉的支援が必要な子どもやその家庭については、市と連携をとり、支援につなげる

こと。  



(９) 特定の政治的活動、宗教的活動を行わないこと。  

(10) 国や県から本事業の補助対象経費と重複する補助金等の交付を受けている事業は除く。

(補助対象経費) 

第４条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、子ども食堂の開

設及び初期運営に要する次の経費とする。  

(１) 光熱水費  

(２) 食材・食糧の購入費  

(３) 備品購入費及び需用費（調理家電、テーブル、食器棚、調理道具、食器、消耗品等）  

(４) 施設や設備の改修、修繕にかかる費用  

(５) その他の経費（講師謝礼金や保険にかかる費用、子ども食堂開設を知らせるための広

報費など取組みの立上げ時に必要となる事業の趣旨に合致すると認められる費用） 

(補助金の額) 

第５条 補助金の額は、補助対象者が交付決定を受けた日以降に支出した補助対象経費の合

算額とし、１団体につき１年度あたり 12万円を上限とする。ただし、この補助金は、同一

団体に対し、最大２年度にわたり交付することができるものとし、その総額は 24万円を上

限とする。 

(交付の申請) 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、市長が別に定める日までに、豊見城

市子ども食堂スタートアップ支援事業補助金交付申請書(様式第１号)に、次に掲げる書類

を添えて、市長に申請しなければならない。 

(１) 事業計画書(様式第１号の１) 

(２) 事業予算書(様式第１号の２) 

(３) 誓約書 

(４)  団体の定款、規約、会則、設立趣意書又はこれに準ずるもの 

(消費税及び地方消費税仕入控除税額の減額申請等) 

第７条 前条の申請を行うにあたり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除額(補

助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税として控除できる部分の金額に補助率を乗じ

て得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請

時において当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この

限りでない。 

(交付の決定) 

第８条 市長は、第６条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、補助金の

交付の可否を決定したときは、豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業補助金交付

(不交付)決定通知書(様式第２号)により、申請者に通知するものとする。 

(変更等の承認) 

第９条 申請者は、事業内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、豊見城市子ども食堂

スタートアップ支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第３号)を提出し、市長の承認

を受けなければならない。 

２ 前項において軽微な変更は、次のとおりとする。 



(１) 事業の内容に影響を及ぼさないと認められるもの。 

(２) 第４条に定める項目間の経費において 20％以内の変更をすること。 

(３) 補助金額に 30％以内の減額があるもの。 

(決定の取消等) 

第 10 条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定

の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができ

る。 

(１) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付の決定を受けたとき。 

(２) 補助金を他の用途へ使用したとき。 

(３) 補助金の交付の決定の内容もしくはこれに付した条件その他法令若しくは規定又は

これらに基づく市長の処分に違反したとき。 

２ 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。 

(補助金の概算払) 

第 11 条 市長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方

法により補助金の交付をすることができる。 

２ 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、豊見城市子ども食堂スタ

ートアップ支援事業補助金概算払請求書(様式第４号)を市長に提出しなければならない。 

(状況報告) 

第 12 条 規則第 11 条の規定による事業の遂行状況の報告は、市長が別途通知する日までに

豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業実施状況報告書(様式第５号)により行うもの

とする。 

２前項のほか、市長は補助団体に対し随時必要な報告を求め、又は現地調査を行うことがで

きる。 

(実績報告) 

第 13 条 規則第 13 条の規定による実績報告は、豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事

業実績報告書(様式第７号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日(事業廃止について

市長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日)から起算して 30 日を経過した日、

又は補助金の交付決定があった日の属する年度の３月 31日のいずれか早い日までに行なわ

なければならない。 

(１) 事業報告書(様式第７号の１) 

(２) 事業決算書(様式第７号の２) 

(３) その他参考となる資料(任意様式) 

２補助団体は、前項の実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額

が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。ただ

し、実績報告時において当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないものについ

ては、この限りでない。 

(補助金等の額の確定) 

第 14 条 市長は前条の報告を受けたときは、内容を精査し、豊見城市子ども食堂スタートア



ップ支援事業補助金確定通知書(様式第８号)により、補助対象者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずることができ

る。 

(補助金の交付の請求) 

第 15 条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、豊見城

市子ども食堂スタートアップ支援事業補助金交付請求書(様式第９号)を市長に提出しなけ

ればならない。 

(財産の処分の制限) 

第 16 条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助

事業が完了した後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目

的に従ってその効率的運用を図らなければならない。 

(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還) 

第 17 条 補助対象者は、第 13 条第 2 項ただし書の規定により補助金の実績報告書を提出し

た場合であって、実績報告後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及

び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税の額の確

定に伴う報告書(様式第 10 号)を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全額

又は一部の返還を命じることができる。 

(会計帳簿等の整備等) 

第 18 条 補助金の交付を受けた補助対象者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他

の書類を整備し、補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間

保存しておかなければならない。 

(広報) 

第 19 条 補助対象者は、子ども食堂の開催日程や活動内容について事前に周知・公表を行わ

なければならない。あわせて、豊見城市ホームページにおいても活動内容や場所、連絡先

等を含む記事を掲載することに同意するものとする。 

(その他) 

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

  



様式第１号（第６条関係） 
 
 

 豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業補助金交付申請書 
 

  年   月   日   
 
豊見城市長  
 
                  （申請人） 

          団体名                  
 
代表者役職名・氏名（フリガナ） 
 
                  印  

 

 下記により豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業補助金の交付を受けたいので、豊見城

市子ども食堂スタートアップ支援事業補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて申

請します。 

記 

子ども食堂 
の名称 

  

申請額   金             円 

事業開始予定日    年   月   日 事業完了予定日    年  月  日 

関係書類 

 □ 事業計画書（様式第 1 号の１）     

 □ 事業予算書（様式第 1 号の２）  

 □ 誓約書 

添付書類  □ 団体の定款、規約、会則、設立趣意書等（任意様式） 

 
 
＜団体の概要＞  

 ※上記関係書類以外に、団体の活動内容等が分かる資料があれば添付してください。 
 
 
＜交付申請書に関する問い合わせ＞   

団 体 
所在地 

（〒   －   ） 
 
 

電 話  ＦＡＸ   

Ｅ-Ｍail  構成人数             人 

担当者 
氏 名 

 郵送先 
（〒   －    ） 
 
 

電 話   ＦＡＸ   

Ｅ-Ｍail  



様式第１号の１（第６条関係） 
 

事 業 計 画 書 

補助事業の名称    
(子ども食堂の名称) 

 豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業 

主催団体の名称   

代表者 
役職名・氏名 

  

団体所在地   

事業開始(予定)年月日      年    月    日 

実施時間   

実施頻度 
  

（例）毎週〇曜日、月に〇回（第４〇曜日） 等 

実施場所 

 

【    小学校区】 

住所   

場所 

種別 
福祉施設・公共施設・店舗・民家・ 
その他（            ） ※いずれかに○ 

施設名 
 

        （会場の最大収容人数：  人） 

１回当たりの 

利用人数 

大人：   人  子ども：   人 

（うち乳幼児  人、小学生  人、中学生  人、高校生  人） 

事業の内容 

 

 ① 実施体制 
ア現場責任者：  （電話番号：   －   －    ） 
イスタッフ人数： 人※参加予定のｽﾀｯﾌ名簿を添付してください。 

 
 ② 実施内容 
 
 
 ③ 利用者負担 
 
 
④ 周知方法 
 

※事業に関するチラシ等があれば添付してください。 
 
⑤ 安全管理・衛生管理・備品等の保管方法 
 
 
 
【ボランティア保険、行事保険の加入】 有 ・ 無  ※いずれかに○ 
【南部保健所への相談】 実施済・未実施  ※いずれかに○ 
⑥ 食事を提供する場合:食事の内容（メニューの考え方等） 
 
 
【厨房の有無】 有 ・ 無 ※いずれかに○ 
無の場合は食事の提供方法を記載してください。 

 
⑦ 主催者以外の協力者・協力団体と協力内容 
 
 



（事業計画書添付 別紙） 
 

スタッフ名簿（参考様式） 
 

氏名 年齢 役割・担当 所属団体・役職 備考(有資格・職歴等) 

 歳代    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

※必要な場合は行を追加し、幅を広げてご記入ください。 

 

 

※記入上の注意 

【  年 齢  】 何歳代で記入してください。例）30歳代 

 

【 役割・担当 】 子ども食堂（居場所）での主たる役割を記入します。 

例）責任者、会計、広報係、調理担当、学習支援担当等 

 

【所属団体・役職】 スタッフが協力・連携団体や機関に所属している場合はその団体名と役職

を記入してください。 

 

【  備 考  】 そのスタッフの方に、子ども食堂を運営するために役立つ前職や資格など

ありましたらご記入ください。例）元教員、元栄養士・調理員、小学校教員

免許 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号の２（第６条関係） 

 

事 業 予 算 書 
 

１ 収 入（子ども食堂開設のための対象経費に充てるもののみ） 

  

２ 支 出（子ども食堂開設のための対象経費のみ） 

※１ 子どもの食堂を一部借用などで他の事業等で共用して利用している場合は、 

利用時間の割合に応じて按分した額を記入 

※２ 施設や設備の改修費、修繕費、備品については見積書を添付してください。 

※３ 学習会等の講師謝礼金、児童保険等に係る費用、居場所の開設をお知らせするための広

報費など、取り組みの立ち上げ時に必要となる事業の趣旨に合致すると認められる費用。 

※４ 収入額と支出額の計は同額となるようにすること。 

※その他 経費の内容を説明する必要書類を添付してください。 

 

 
 
 

項目 
内訳（名称，単価，数量等を具体的にご記入 

ください。） 
金額 (円) 

豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業補助金   

併用する他の交付

金，補助金等 

名     称

（                  ） 
  

民間助成金等     

事業収入 
（参加費，寄付金等） 

    

自己負担     

収入合計※４   

項目 
内訳（名称、単価、数量等を具体的にご記入 

ください。） 
金額 (円) 

光熱水費※１     

食糧費     

備品・消耗品 

購入費※２ 
    

改修・修繕費※２     

その他経費※３     

支出合計※４   



（事業予算書添付 別紙） 

 

開設後の子ども食堂運営に関して（参考様式） 
 

 

※開設後、自立して継続していくことができるかどうかの審査の参考とさせていただきま

す。様式は自由です。 

 

 

 

継続していくための運営方針及び取組予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和 年度 令和 年度 

①運営経費の

確保策 

  

②継続的な参

加者の確保策 

  

③継続的なス

タッフの確保

策 

  

④継続的な食

材の確保策 

  

⑤継続的な開

催場所の確保

策 

  



（第６条関係） 

令和  年  月  日 

誓 約 書 

 

住所             

団体名            

代表者名           

 
 

 申請者は、豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業補助金交付要綱の条件であ
る下記１～11の事項に該当することを誓約します。 
 
 

記 

 

 
１．反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関係はありません。 

２．過去において法令等に違反する不正行為を行い、不正を行った年度の翌年度以降
５年間を経過していない法人又は団体又は個人ではありません。  

３．事業対象年度内に新たに子ども食堂を開設し、かつ次年度以降も子ども食堂の開
催を継続します。  

４．市内の 18 歳未満の子どもを主な対象とし、無料又は低額で食事と安心安全な居
場所を提供します。また、実施団体関係者等特定の者のみを対象とした運営では
なく、地域の子どもや保護者が広く参加できるよう計画し、広報活動を行います。  

５．原則１ヶ月に１回以上の頻度で継続的に子ども食堂を実施します。  

６．食事を提供する際は、参加者の食物アレルギー対策に十分留意し、食品衛生法に

基づく営業許可等、関係法令を遵守します。  

７．賠償責任保険に加入します。  

８．利用する子どものうち、当団体の構成員の３親等以内の親族はその半数以下であ
ることを遵守します。  

９．福祉的支援が必要な子どもやその家庭については、市と連携をとり、支援につな
げます。  

10．特定の政治的活動、宗教的活動を行いません。  

11．国や県から本事業の補助対象経費と重複する補助金等の交付を受けていません。 

 



様式第２号（第８条関係） 

 

豊見城市指令第 号 

年   月   日 

  

 

 住所又は所在地 

 名     称 

 氏名又は代表者の氏名  

 

                            豊見城市長 徳元 次人 印 

 

 

 

豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業補助金交付（不交付）決定通知書 

 

 

  年 月 日付けで申請のあった豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業補助金について、

豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業補助金交付要綱第８条の規定に基づき通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 実施事業名  豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業補助金 

 

２ 補助金交付決定額           円 

 

   ３ その他事項 

（１）豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業補助金交付要綱第 12条の規定に基 

づく事業実施状況報告書の提出時期は令和 年 月 日までとする。 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第９条関係） 

 

第   号 

年 月 日 

 

 豊見城市長 殿 

 

 

                           住所又は所在地 

                     補助対象者 名     称 

                           氏名又は代表者の氏名  印 

 

 

豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業変更（中止・廃止）承認申請書 

  

 年 月 日付け豊見城市指令第 号で交付決定の通知のあった豊見城市子ども食堂スタートア

ップ支援事業補助金を下記のとおり変更（中止・廃止）したいので、豊見城市子ども食堂スター

トアップ支援事業補助金交付要綱第９条の規定により承認を申請します。 

 

 

記 

 

 

 １ 補助金の交付決定年月日及び第号 

  上記のとおり 

 ２ 変更（中止・廃止）の理由 

 

 

 

 ３ 変更（中止・廃止）の内容 

 

 

 

 

 

 

  



様式第４号（第 11条関係） 

 

 

年 月 日 

 

 豊見城市長 殿 

 

 

                           住所又は所在地 

                     補助対象者 名     称 

                           氏名又は代表者の氏名  印 

 

 

豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業補助金概算払請求書 

 

 年 月 日付け豊見城市指令第 号で交付決定のあった豊見城市子ども食堂スタートアップ支

援事業補助金について、下記のとおり概算払により交付してくださるよう請求します。 

 

記 

 

 

金          円 

 

 

※補助金の振込口座（通帳の写しを添付すること） 

金融機関名  

支店名  

種別 普通 ・ 当座 

口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 

 

 

  



様式第５号（第 12条関係） 

 

 

年 月 日 

 

 豊見城市長 殿 

 

  

                           住所又は所在地 

補助対象者 名     称 

                           氏名又は代表者の氏名  印 

 

 

豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業実施状況報告書 

 

 年 月 日付け豊見城市指令第 号で交付決定のあった豊見城市子ども食堂スタートアップ支

援事業の遂行状況について、別紙のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（別紙） 

 

開

催

日 

 

 

活動内容（詳細に記載すること） 

参

加 

世

帯

数 

参加者（人） 運

営

ス

タ

ッ

フ 

 

 

献立  

（例：カレー、サラ

ダ、ゼリー） 

こ

ど

も 

保 護

者等 

そ

の

他 

                

                

                

                

        

        

合

計 

  0 0 0 0 0   

※子ども食堂の開設から２年間の活動状況を報告してください。 
 



様式第７号（第13条関係） 

 

豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業実績報告書 

 

  年  月  日   

 豊見城市長 殿 

 

 団体名                                             

                                                     

 代表者役職名・氏名 

                                         印 

 

下記のとおり、豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業を実施したので、豊見城市子ども

食堂スタートアップ支援事業補助金交付要綱第13条の規定により、その実績を報告します。 

記 

１ 決算額 
 金           円 

※事業決算書の「豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業補助金」の額 

２ 関係書類 

事業報告書（様式第７号の１） 

事業決算書（様式第７号の２） 

領収書等、活動の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し 

※日付、宛名、領収者名（業者等)、品物名（但し書き）の記載が必要 

事業の実施状況や参加状況が分かる資料 

※記録写真、作成したチラシ、パンフレット、事業が掲載された新聞記事等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第７号の１（第13条関係） 

 

事業報告書 

  令和 年度の活動実績を報告します。         年    月   日 

補助事業の名称 
(子ども食堂の名称)   

実施場所 

住所・施設名・学区 
                     【    小学校区】 

主催団体の名称   

代表者役職名・氏名   

実施期間 年   月   日  ～    年   月   日 

事業の実施状況 

①実施体制   スタッフ   人   ボランティア   人 

       ※スタッフ名簿（様式参照）を添付ください。 

②活動内容、成果・効果（地域の中で果たせた役割など） 

③実施日数（回数） 

実施頻度 

④実施時間 

⑤利用者負担 

⑥周知方法 

 

⑦運営上の工夫 

 

⑧地域団体との協力・連携    

⑨参加者 親子等での参加 延  組（おとな  人 子ども  人） 

             実  組（おとな  人 子ども  人） 

子どもだけで参加 延   人 ・ 実   人 

     おとなだけで参加 延   人 ・ 実   人 

       合計 子ども 延   人 ・ 実   人 

おとな 延   人 ・ 実   人 

スタッフ・ボランティア   延  人 ・ 実   人 

※活動内容のわかる資料を添付してください。 

  例）チラシ・ニュースレターなど配布したもの、活動日誌、アンケート結果・参加者の感想、

紹介された新聞記事や他団体の機関紙など 

 

  



様式第７号の２（第13条関係）             

団体名                             

                  事業名称（居場所の名称）                    

 

事業決算書 

 

１ 収入（居場所の開設の対象経費に充てるもののみ） 

 

 

２ 支出（居場所の開設の対象経費のみ） 

※領収書、工事・修繕の図面・写真、購入した備品の一覧等支出を証明する資料を添付してくだ

さい。 

項目 
内訳 

(名称、単価、数量等を具体的にご記入ください。) 
金額 (円) 

豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業補助金  円 

併用する他の 

交付金、補助金等 
名 称（                   ）  円 

民間助成金等    円 

事業収入 
（参加費、寄付金等） 

  

 
 円 

自己負担    円 

収入合計  円 

項目 
内訳 

（名称、単価、数量等を具体的にご記入ください。） 
金額 (円) 

光熱水費    円 

食糧費   円 

備品・消耗品 

購入費 
   円 

改修・修繕費    円 

その他経費    円 

支出合計  円 



様式第８号（第 14条関係） 

 

 

                                 豊見城市指令第  号 

年 月 日 

 

住所又は所在地 

 名     称 

 氏名又は代表者の氏名  

 

                            豊見城市長 印 

 

 

豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業補助金確定通知書 

 

 

記 

 

 

  年 月 日付け豊見城市指令第 号で交付決定した豊見城市子ども食堂スタートアップ支援

事業補助金については、 年 月 日付け実績報告書に基づき、交付額を以下のとおり確定した

ので通知します。 

                           

補助金確定額 金          円 

 

 

 なお、超過交付となった次の金額については、豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業補

助金交付要綱第 14条第２項に基づき、 年 月 日までに返還することを命じます。 

 

返還額 金          円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第９号（第 15条関係） 

 

 

年 月 日 

 

 豊見城市長 殿 

 

 

 

                           住所又は所在地 

                    補助対象者  名     称 

                           氏名又は代表者の氏名  印 

 

豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業補助金交付請求書 

  

 

 年 月 日付け豊見城市指令第 号で確定通知のありました豊見城市子ども食堂スタートアッ

プ支援事業補助金について、下記により金    円を交付してくださるよう請求します。 

 

記 

 

事業名 子ども食堂スタートアップ支援事業 

事業費                円 

交付確定額  (A)                円 

受領済額   （B)                 円 

今回請求額  (C)  円 

残額（A）-（B）-(C)       円 

 

※補助金の振込口座（通帳の写しを添付すること） 

金融機関名  

支店名  

種別 普通 ・ 当座 

口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 



様式第 10号（第 17条関係） 

 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

豊見城市長 殿 

 

 

 

                           住所又は所在地 

                    補助対象者  名     称 

                           氏名又は代表者の氏名  印 

 

 

消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書 

 

 

 豊見城市子ども食堂スタートアップ支援事業補助金交付要綱第 17 条の規定に基づき、下記のと

おり報告します。 

 

記 

 

 １ 補助金の額 

              円 

 

 ２ 補助金の額の確定時における補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額（A） 

              円 

 

 ３ 消費税及び地方消費税の額の確定に伴う補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額

（B） 

              円 

 ４ 補助金返還相当額（B－A） 

 

              円 

 

 

 

 

 



利用者名簿 

     年  月分 

No. 日付 学校名 学年 氏名 
18 歳以上の同

伴者 

記入例 5/3 上田 
小学校 

中学校 
３年 豊見城 一太郎 父、姉 

 /  
小学校 

中学校 
年   

 /  
小学校 

中学校 
年   

 /  
小学校 

中学校 
年   

 /  
小学校 

中学校 
年   

 /  
小学校 

中学校 
年   

 /  
小学校 

中学校 
年   

 /  
小学校 

中学校 
年   

 /  
小学校 

中学校 
年   

 /  
小学校 

中学校 
年   

 /  
小学校 

中学校 
年   

 /  
小学校 

中学校 
年   

 /  
小学校 

中学校 
年   

 /  
小学校 

中学校 
年   

 /  
小学校 

中学校 
年   

 /  
小学校 

中学校 
年   

 /  
小学校 

中学校 
年   

 /  
小学校 

中学校 
年   

 /  
小学校 

中学校 
年   

 /  
小学校 

中学校 
年   

 /  
小学校 

中学校 
年   

 


